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東彼杵町条例第３号 

  

東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  

令和５年３月８日 

  

東彼杵町長 岡田 伊一郎 
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東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

東彼杵町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３４年条例第１１号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

 

改正後 改正前 

（議員報酬） （議員報酬） 

第２条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりと

する。 

第２条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりと

する。 

議長 月額 ３２２，０００円 議長 月額 ２６万        円 

副議長 月額 ２６７，０００  円 副議長 月額 ２１万６，０００円 

常任委員長及び議会運営委員長 月額 ２６１，０００  円 常任委員長及び議会運営委員長 月額 ２１万１，０００円 

議員 月額 ２５０，０００  円 議員 月額 ２０万２，０００円 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、令和５年５月２２日から適用する。 

 


